
新旧対照表 

2023年 7月 7日改正 

 

 

金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明         （下線部変更） 

新 旧 

当社の概要 

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本

投資顧問業協会 

当社の概要 

加入協会 日本証券業協会 

 

 

上場有価証券等書面                           （下線部変更） 

新 旧 

当社の概要 

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本

投資顧問業協会 

当社の概要 

加入協会 日本証券業協会 

 

 

入出金サービス取扱規約                         （下線部変更） 

新 旧 

第 18条（出金限度額、最低利用金額および 1日

の利用限度回数） 

１～２  （変更なし） 

３．前項の振込み金額が振込み手数料額を下回 

る場合で、振込み出金を行うことによって、 

お預かり資産の合計残高が「0株かつ０円」 

となる場合、かつおまかせ運用口座の契約が 

無い場合、出金依頼金額の 1/2の金額を振込 

み手数料（円未満切り捨て）等として申し受 

けます。 

４．   （変更なし） 

第 18条（出金限度額、最低利用金額および 1日

の利用限度回数） 

１～２  （省略） 

３．前項の振込み金額が振込み手数料額を下回 

る場合で、振込み出金を行うことによって、 

お預かり資産の合計残高が「0株かつ０円」 

となる場合、出金依頼金額の 1/2の金額を振

込み手数料（円未満切り捨て）等として申し

受けます。 

 

４．   （省略） 

 

 

以上 

 


